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許可番号 派 27-302185 

派遣事業マージン率 

対象期間    2024 年 10 月 1 日   ～   2025 年 9 月 30 日 

（１） 労働者派遣の実績及びマージン率 

 【大阪】 

① 派遣労働者数：17 名 

② 派遣先事業所数：10 社 

③ 労働者派遣の料金：31,340 円（１日 8 時間当たりの平均） 

④ 派遣労働者の賃金：22,161 円（１日 8 時間当たりの平均） 

⑤ マージン率：29.3％ 

【東京】 

① 派遣労働者数：1 名 

② 派遣先事業所数：1 社 

③ 労働者派遣の料金：39,901 円（１日 8 時間当たりの平均） 

④ 派遣労働者の賃金：30,296 円（１日 8 時間当たりの平均） 

⑤ マージン率：24.1％ 

 

（２）労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項の労使協定を締結している否かの別等 

  労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項の労使協定を 

  ■締結している 

     当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲（ 全ての派遣労働者  ） 

     当該労使協定の有効期間の終期      （ 令和 9 年 3 月 31 日 ） 

  □締結していない 

 

（３）会社運営費（マージンに含まる費用） 

 ①社会保険料事業主負担分： 

  健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料等 

 ②広告宣伝費： 

  派遣労働者の募集にかかる求人媒体費 

 ③教育研修費： 

  資格取得や技能講習受講、外部研修会参加等の補助、支援に充当した費用 

 ④就業管理費： 

  派遣労働者の就業に関する費用（教育訓練・事務管理費等） 

 ⑤営業費用 

  営業スタッフの人件費及び活動費・事務所費・通信費等 



 ⑥営業利益 

  労働者派遣の料金から労働者の賃金と会社運営経費を差し引いた利益 

 

（４）教育訓練に関する事項 

  ビジネスマナー研修、プライバシーマーク研修 

  e ラーニング研修 

以上 


